
第���号議案

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の

一部を次のように改正する。

第��条第�項中「�	


円（教職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっ

てはそのうち�人については�	�

円、」を「�	�

円（」に、「ない場合にあっ

ては」を「ない場合にあっては、」に改める。

第�条第�項中「扶養親族たる配偶者の」を「配偶者の」に、「について当該

教職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第�号に掲げる

事実が生じた」を「が配偶者のない教職員となった」に改める。

別表第�を次のように改める。
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別表第�（第�条関係）

中学校及び小学校教育職給料表
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備考 この表の適用を受ける教育職員でその職務の級が�級であるものの給料月額は、この表の額に
����円を

それぞれ加算した額とする。



附 則

（施行期日等）

� この条例は、平成��年��月�日から施行し、この条例による改正後の市町村

立学校の教職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規

定は、平成��年�月�日から適用する。

（平成��年�月�日から施行日の前日までの間における異動者の号給）

� 平成��年�月�日からこの条例の施行の日（次項において「施行日」とい

う。）の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校の教職

員の給与等に関する条例（以下「改正前の条例」という。）の規定により、新

たに給料表の適用を受けることとなった教職員及びその属する職務の級又はそ

の受ける号給に異動のあった教職員のうち、教育委員会の定める教職員の、改

正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、教育委員会の

定めるところによる。

（施行日から平成��年�月	�日までの間における異動者の号給の調整）

� 施行日から平成��年�月	�日までの間において、改正後の条例の規定によ

り、新たに給料表の適用を受けることとなった教職員及びその属する職務の級

又はその受ける号給に異動のあった教職員の当該適用又は異動の日における号

給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用さ

れ、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものと

した場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

� 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づ

いて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

（教育委員会規則への委任）


 前�項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員

会規則で定める。
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